
【A】　別表第十二への採用を検討するJIS一覧（JIS発行後）（資料№7-1～9　参照）
※改正基準番号順に掲載

№ 改正基準番号 整合規格（JIS等）
対応IEC規格
（統一表記）

表題 現行基準番号 現行本文
現行基準の
有効期間等

雑音

J60320-1
(2021)

JIS C 8283-1
(2019)
+追補1(2021)

3年

J60320-1
（H26）

JIS C 8283-1
(2012)

J60320-2-J1
（H21）の見直し
後に廃止する。

2
J60309-1
(20xx)

JIS C 8285
(2025)

IEC 60309-1
:2021（Ed.5.0）

工業用プラグ，固定形又は可搬形コンセント及び機器用インレット
J60309-1
(2019)

JIS C 8285
(2018)

3年
この規格を

適用

J60670-21
(H29)

JIS C 8462-21
(2016)

J60670-1
（H26）

JIS C 8462-1
(2012)

J60670-22
(H29)

JIS C 8462-22
(2016)

J60670-1
（H26）

JIS C 8462-1
(2012)

5
J60974-7
(20xx)

JIS C 9300-7
(2025)

IEC 60974-7
:2019（Ed.4.0）

アーク溶接装置
－第7部：トーチ

J60974-7
(H29)

JIS C 9300-7
(2017)

3年
規格適用

なし

6
J61386-1
(20xx)

JIS C 8461-1
(2024)

IEC 61386-1
:2008（Ed.2.0）
＋Amd.1:2017

電線管システム
－第1部：通則

J61386-1
(H26)

JIS C 8461-1
(2012)

3年
規格適用

なし

7
J61386-21
(20xx)

JIS C 8461-21
(2024)

IEC 61386-21
:2021（Ed.2.0）

電線管システム
－第21部：剛性（硬質）電線管システムの個別要求事項

J61386-21
(2019)

JIS C 8461-21
(2019)

3年
規格適用

なし

8
J61386-22
(20xx)

JIS C 8461-22
(2024)

IEC 61386-21
:2021（Ed.2.0）

電線管システム
－第22部：プライアブル電線管システムの個別要求事項

J61386-22
(2019)

JIS C 8461-22
(2019)

3年
規格適用

なし

9
J61386-23
(20xx)

JIS C 8461-23
(2024)

IEC 61386-23
:2021（Ed.2.0）

電線管システム
－第23部：フレキシブル電線管システムの個別要求事項

J61386-23
(2019)

JIS C 8461-23
(2019)

3年
規格適用

なし

規格適用
なし

3
J60670-21
(20xx)

JIS C 8462-21
(2025)

IEC 60670-21
:2004（Ed.1.0）
＋Amd.1:2016

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用
のボックス及びエンクロージャ
－第21部：懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個
別要求事項

3年

1
J60320-1
(20xx)

JIS C 8283-1
（2025）

IEC 60320-1
:2021（Ed.4.0）

家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ
－第1部：一般要求事項

この規格を
適用

規格適用
なし

4
J60670-22
(20xx)

JIS C 8462-22
(2025)

IEC 60670-22
:2003（Ed.1.0）
＋Amd.1:2015

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用
のボックス及びエンクロージャ
－第22部：接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項

3年
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【B】　別表第十二への採用を検討するJIS一覧（小委員会承認後）（資料№8-1～2　参照）
※改正基準番号順に掲載

№ 改正基準番号 整合規格（JIS等）
対応IEC規格
（統一表記）

表題 現行基準番号 現行本文
現行基準の
有効期間等

雑音

1
J60335-2-84
(20xx)

JIS C 9335-2-84
(20xx)

IEC 60335-2-84
:2019（Ed.3.0）

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性
－第2-84部：トイレ機器の個別要求事項

J60335-2-84
(2024)

JIS C 9335-2-84
(2019)
+追補 1(2023)

欄外記載※ 表2を適用

J60598-2-2
(H27)

JIS C 8105-2-2
(2014)

J60598-2-19
(H29)

JIS C 8105-2-19
(2017)

3年 表2を適用

※　JISC9335-2-84の対応国際規格（IEC60335-2-84:2019）は、通則としてIEC60335-1の第5版を適用しているが、このJISは、IEC60335-1の第6版に対応したJISC9335-1(2023)を適用している。そのため、国際整合を
　　考慮すると、まだ、IEC60335-1の第5版に対応したJISC9335-1:2014を適用しているJ60335-2-84（2024）が必要となる。そのような状況から、IEC60335-2-84の次の版が発行され、それに対応したJISを作成するまでは、
　　J60335-2-84（2024）を廃止しない。

2
J60598-2-2
(20xx)

JIS C 8105-2-2
(20xx)

IEC 60598-2-2
:2023（Ed.4.0）

照明器具
－第2-2部：埋込み形照明器具及び埋込み形空調照明器具に関する
安全性要求事項
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